
 

 鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和５年９月２２日 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第２６号 

鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正す 

る条例 

（鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例（平成３年鳥取市条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第６洗濯機の項を削る。 

別表第８洗濯乾燥設備の項を削る。 

別表第９洗濯乾燥設備の項を削る。 

別表第１０洗濯乾燥設備の項を削る。 

（鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例（平成１０年鳥取

市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２洗濯機及び乾燥機の項を削る。 

（鳥取市かちべ伝承館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 鳥取市かちべ伝承館の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例第



 

２１２号）の一部を次のように改正する。 

別表第２項の表洗濯設備の項を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


